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第３回荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会【議題の概要】令和 8年 1月 1 6 日（金）

１ 基 本 理 念 ・ 基 本 指 針 の 検 討

資料１

他 区 の 整 備 方 針

品川 区

出 典 ： 品 川 区 H P

世 田 谷

出 典 ： 世 田 谷 区 H P

２ 整 備 方 針 の 検 討

＜ポイント＞

基 本 構 想 の 検 討

策 定 委 員 会 で の 意 見

事務局（案）

理念を実現するため、求められる
具体的な庁舎像を定めます。

庁舎整備の根幹となる考え方。
庁舎のあるべき姿を示します。

基本理念・基本指針を具現化する
新庁舎の整備方針・考え方を示します。

基本理念

基本指針 整備方針

新庁舎整備基本方針（R6.2）
＋

委員会で意見の多かったカテゴリ

踏 ま え る べ き 要 素
（ 前 回 説 明 ）

防災住民サービス

環境配慮

交流

施設維持・管理

シンボル

執務環境

事務局（案）の提示

指針１ 誰もが利用しやすい庁舎

指針２ 区民を守る安全安心の拠点となる庁舎

指針３ 機能的・効率的で働きやすい庁舎

指針４ 緑とつながる環境面に先進した庁舎

指針５ 長寿命で可変性のある庁舎

指針６ 交流の拠点となる庁舎

指針７ まちとつながりシンボルとなる庁舎

基本指針（案）ごとに
必要な整備方針（機能分類等）を検討

① 指針を達成するための
機能分類などを説明

② 整備方針に盛り込む
機能分類（事務局案）
を説明

③ 来年度（第５回目以降）
に検討していく詳細機能
等について参考説明

本日の委員会で検討いただく整備方針は、
来年度に向けて、どのような機能分類を検討
すべきかを決めていきます。
その機能分類についての詳細な検討は、

５回目以降の委員会にて話し合います。

（例）
利用しやすい庁舎にするためには

窓口機能をよく考えることが大事。

（例）
窓口は、今の従来型ではなく、

ワンストップ窓口も検討すべき。

本日の議論（整備方針の検討）

次年度の議論（機能詳細検討）
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第１回 新庁舎整備の背景

第２回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅰ

第３回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅱ

第４回 基本構想・基本計画 中間まとめ

第５回 新庁舎に必要となる機能の詳細検討

第６回 建築にかかる詳細検討

第７回 事業の諸条件整理

第８回 基本構想・基本計画 まとめ

基
本
構
想

基
本
計
画

今 回

区 長 報 告

令

和

７

年

度

令

和

８

年

度

1 . 全体の検討スケジュールについて

委 員 会 の 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル
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第１回 新庁舎整備の背景

第２回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅰ

第３回 基本理念・基本指針・整備方針の検討Ⅱ

第４回 基本構想・基本計画（中間まとめ）

○ 基本理念の検討
○ 基本指針の検討

1 . 全体の検討スケジュールについて

基
本
構
想

今 回

○ 基本理念の検討
○ 基本指針の検討
○ 整備方針の検討

◎ 基本構想・基本計画（中間まとめ）〈素案〉

委 員 会 の 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル と 検 討 項 目 （ 案 ）

・ 新庁舎整備基本構想・基本計画の位置づけ
・ 策定委員会の役割とスケジュール
・ 基本構想の考え方

・ 敷地利用の考え方と建設規模の概要について

○ 現庁舎の現況と課題
○ 建設地の選定

○ 基本理念の決定
○ 基本指針の決定
○ 整備方針の決定
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シンボル

区民が誇りに思うような、区外の方々が憧れるような、何か新
しいものがあってもいい

区民の誇りとなる庁舎

都電荒川線との連携
都電のすぐそばであるということが、荒川区の一つのアイデン
ティティ。都電との連携が何かできれば区民としては嬉しい。
外から見ても、都電は荒川らしさの象徴だと思う

区の魅力を発信していく庁舎になるとよい あらかわの魅力を区外に発信できる庁舎

シンボリックなものの整備（設置）新庁舎は区や区民にとってシンボル。シンボリックなものが
あっても良い

新しいものを考えるのも大事だが、現庁舎の魅力も再認識したう
えで、ここの地で作っていくからには、今の庁舎の魅力みたいな
こともぜひ踏まえてもらいたい

現庁舎の魅力の残し方

若い方とかでも行きやすいようなカフェをぜひ入れて欲しい。何
をするわけでもないけど、ここに来ればゆったりするできるよっ
ていう空間が必要

ゆったりできるカフェなどの設置

2 . 基本理念・基本指針の検討 2 ‐ 1 委 員 会 意 見 の ま と め
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お越しいただく区民の方も区民でない方も、利用者ではなくてお
客様という感覚で迎え入れることが大切

バリアフリー、ユニバーサルデザインという言葉はどちらかとい
うとハード面に使うことが多い。どれだけ使いやすいかというア
クセシビリティという考え方も大切な意味を持っている

区民の11％以上が外国籍である点を踏まえた、ユニバーサルデザ
インの必要性

すべての来庁者をお客様として受け入れる

外国籍の方にもわかりやすい

アクセシビリティの考え方が大切

住民サービス

自分の行きたい窓口へどのように行ったらよいか、一目でわかる
ような庁舎がよい

行きたい窓口がすぐわかる

１０年後、車椅子とシニアカーがさらに増えると思う。現状、車
椅子やシニアカーで庁舎に入るのはとても困難である

車椅子やシニアカー利用者への配慮

新庁舎では階ごとにバリアフリー機能を分散させて、トイレを計
画することが望ましい

機能分散型バリアフリートイレの設置

人と人との接点がだんだん減っていく中で、直接的に会話をした
り、いろんなことを打ちあけて相談できる頼りになる区役所 気軽に相談できて頼れる区役所

新庁舎のアクセスについて、都電やバス路線も含めた検討をする
必要もあると思う バス路線を含む交通アクセスの整備

2 . 基本理念・基本指針の検討 2 ‐ 1 委 員 会 意 見 の ま と め



第3回 荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会 7

職員が力を発揮できる庁舎をつくることは、区民サービスの向上
にもつながっていく。

職員が力を発揮できると区民サービスも
向上

「働きやすい」という視点

職員が仕事に集中できる環境

区の職員になりたい若者が減ってきている今、職員が「働きた
い」「働きやすい」という視点をもつべき

職員が仕事に集中しやすいような、執務環境とセキュリティを
備えた庁舎

DXが推進された区職員の未来の働き方、それを利用される区民等
の未来の姿を想定して新庁舎を考えた方がよい

安心して職員が仕事に専念できる、セキュリティラインの確保が
一番大事なことだと思う 安心して働ける開庁時のセキュリティ確保

ＤＸを推進した未来の働き方

執務環境

2 . 基本理念・基本指針の検討 2 ‐ 1 委 員 会 意 見 の ま と め
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交流

窓口カウンターを少なくし、交流のための空間をつくる。手続き
のための役所ではなく、イベントや交流を盛んにするための役所
にしていければよい

交流スペースは作るべきだと思う

イベントスペースなどを区役所の中に組み込んだりして、何か交
流が持てるということを構想の中にいれてもよいのではないか

繋がるという意味で、人と人、行政と地域、これを繋いでいくよ
うな庁舎、そういった視点も必要なのではないか

窓口が少なくてすむ分、交流にスペースを

交流ができるイベントスペースの設置

人と人、行政と地域がつながることができる

交流スペースは作るべき

人が集まったりするだけじゃなくて、行ってほっとしたいってい
う大事な空間

訪れてほっとする空間

住民自治、区民に開かれて、区民が参加をして、そして協働して
区政を進めていくという拠点にしていく必要があると思う 区民が参加して協働していく場

区民が区政を知るための情報公開をもっと徹底していく 区民が区政のことを知ることができる場

2 ‐ 1 委 員 会 意 見 の ま と め2 . 基本理念・基本指針の検討
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防災

今の庁舎は、消防署や警察署に近接しており、
防災拠点として適している

仮に浸水したとしても、きちんと対応できるような建築物や
設備を作っていくべき

能な設備消防署や警察署と近接した防災拠点

浸水しても対応可能な建物

生活都市として、「生活を守る」防災拠点でなければならな
い

2 . 基本理念・基本指針の検討 2 ‐ 1 委 員 会 意 見 の ま と め

建物の耐水性の確保が重要と考える
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環境配慮

施設維持・管理

壊れにくくて長く使えて、またランニングコストも抑えていくこ
とが、「未来への責任」でもあると思う

将来の更新を見据え100年以上使える躯体。長く使っても古びな
いシンプルな建物

壊れにくく長く使える（未来への責任）

将来を見据えて100年以上使える

公園と一体となった空間

現公園にある植物への配慮
今の庁舎の周辺敷地には、数多くの樹木があり、様々な水辺があ
る

公園と一体となった空間は重要なものとしてアピールできる

区民の方が納得するものを、いかにそこに近づけて作っていくか
ということが大事

納税者である区民が納得できる

必要なところに税金を使い、節約するところは節約していくこと
が大事

貴重な税金を必要なところに使う

建物は建てた時から老朽化していくということを考えると、20年、
30年ぐらい先のところまでの視野を持って考えることが大事

時代の変化に対応できる

2 . 基本理念・基本指針の検討 2 ‐ 1 委 員 会 意 見 の ま と め
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※ 拡 大 版 は 別 紙 参 照

2 . 基本理念・基本指針の検討 2 ‐ 2 事 務 局 案 に つ い て
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理 念

基本理念

基本指針

整備方針

指針１ 指針２ 指針３ 指針４ 指針５

交流の
拠点となる
庁舎

指針６ 指針７

まちとつながり
シンボルとなる

庁舎

誰もが
利用しやすい
庁舎

区民を守る
安全安心の
拠点となる庁舎

緑とつながる
環境面に先進
した庁舎

長寿命で
可変性のある
庁舎

「整備方針」では、それぞれの指針を達成するために、どのような
機能分類等を来年度に検討すべきかを定めていきます。

2 . 基本理念・基本指針の検討 2 ‐ 3 現 在 の 検 討 状 況

機能的・効率的
で働きやすい
庁舎
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地域・にぎわい・活力

『にぎわい都市』の
魅力と発展をつなぐ、
明るく親しみやすい庁舎

3つの基本理念

導入機能の整備方針

区民にとって
わかりやすく、
利用しやすい
庁舎

区民の協働と
交流の拠点
となる開かれた
庁舎

機能的・効率的
で柔軟性の高い
庁舎

区民の安全・
安心を支える
防災指令拠点
となる庁舎

環境にやさしい
脱炭素型の庁舎

人・すこやか・共生

『暮らしが息づく国際都市』に
ふさわしい、誰にでもやさしく、
便利で機能性にあふれた庁舎

安全・あんしん・持続

『環境都市』の実現とともに、
災害時にも区民を守る、
力強く持続可能な庁舎

・窓口機能
・相談機能
・案内機能

・情報発信機能
・協働・交流
機能

・執務機能
・会議機能
・議会機能

・強くしなやかな建物性能の実現
災害時のバックアップ機能

・災害対策本部機能
・災害時区民対応機能

・建築物の環境性能
・カーボンニュート
ラル

・周辺環境への配慮

・ライフサイクル
コストの低減

・将来の変化へ
の柔軟な対応

将来の変化に
対応し、長期間
有効に使い続け
られる庁舎

【区民サービス】 【区民協働・交流】 【行政・議会】 【防災】 【環境】 【将来変化・経済性】

【共通機能】・ユニバーサルデザイン ・DXの推進 ・セキュリティー対策 ・感染症対策

6つの基本方針

3 . 整備方針の検討 3 － 1 他 区 「 整 備 方 針 」 の 紹 介

① 品 川 区 庁 舎
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地域内分権と住民自治を確立し、
「参加と協働・交流」の区政を推
進するための拠点としての庁舎

基本理念

基本的方針

整備方針

区民自治と協働・
交流の拠点としての
庁舎

区民の安全・安心を
支える防災拠点と
なる庁舎

すべての人に
分かりやすく
利用しやすい
人にやさしい
庁舎

機能的・効率的で
柔軟性の高い庁舎

環境と調和し
環境負荷の少ない
持続可能な庁舎

みどりに恵まれ、歴史に育まれた
空間の広がりの中で環境と調和し、
環境性能が高く災害に強い庁舎

都内最大の人口を有する身近な基
礎自治体として自治権を拡充する
とともに、主体的で独自性ある政
策展開を支える庁舎

・区政への区民の参加と
協働を推進する機能

・区民自治・交流を育ん
できた現庁舎等の空間
特質の継承

・災害対策機能
・セキュリティ対策

・窓口サービス
・ユニバーサルデザイン

・執務環境
・議会機能

・環境性能
・持続可能性

② 世 田 谷 区 庁 舎

3 . 整備方針の検討 3 － 1 他 区 「 整 備 方 針 」 の 紹 介
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指 針 1 「 誰 も が 利 用 し や す い 庁 舎 」 を 達 成 す る た め に

みんなが安全・快適 分かりやすい・待たされない 多様なニーズに応える

執務空間

分かりやすい・待たされない

窓口空間

安心して相談できる

たちよりやすく
気軽に相談できる

みんなが安全・快適

快適にすごせる

詳細な検討が必要な機能分類等〈事務局案〉

〇 窓口機能 〇 案内機能（動線計画） 〇 待合機能

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討
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多 様 な 待 合 ス ペ ー ス

プ ラ イ バ シ ー に
配 慮 し た 窓 口

指 針 1 「 誰 も が 利 用 し や す い 庁 舎 」 を 具 現 化 す る 機 能 （ 例 ）

窓口機能 案内機能（動線計画） 待合機能

ワンストップ窓口 デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ

トイレの機能分散計画

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

従来型窓口 わ か り や す い サ イ ン

キ ッ ズ ス ペ ー ス

動 線 計 画

出典：区HP、他自治体HP等



第3回 荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会 17

指 針 2 「 区 民 を 守 る 安 全 安 心 の 拠 点 と な る 庁 舎 」 を 達 成 す る た め に

感染症対策

大規模水害に強い庁舎

地震に強い庁舎

大規模火災に強い庁舎

展示・啓蒙など
詳細な検討が必要な機能分類等〈事務局案〉

〇 災害に強い構造・設備 〇 災害対策本部（拠点）機能

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

浸水レベルより
高い位置に重要機能
主要電機設備を計画

免振装置
（浸水レベル以上に計画）

庁舎

隣
地
境
界
線

延焼防止帯として公園・空地を計画

災害対策本部

主要電源設備

木造密集地域

水害に強い

地震に強い

火災に強い

▼浸水レベル公園
免振
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指 針 2 「 区 民 を 守 る 安 全 安 心 の 拠 点 と な る 庁 舎 」 を 具 現 化 す る 機 能 （ 例 ）

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

災害に強い構造・設備 災害対策本部（拠点）機能

免振構造

非常用発電設備

ヘリポート

（免振層）

フェーズフリー 平常時は会議室として利用し、
非常時は、災害対策の拠点とし
て利用。

情報伝達手段 備蓄の充実

出典：区HP、他自治体HP等
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指 針 3 「 機 能 的 ・ 効 率 的 で 働 き や す い 庁 舎 」 を 達 成 す る た め に

機密情報の保全

柔軟な組織編制への対応

メリハリのある働き方

場面に合わせた執務環境

職員間のコミュニケーション

議会機能のさらなる充実

柔軟な働き方やレイアウト変更に対応できる執務空間

安心して働ける職場を支えるセキュリティ計画

詳細な検討が必要な機能分類等〈事務局案〉

〇 執務機能 〇 議会機能 〇 セキュリティ機能

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討
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集 中 ブ ー ス

従 来 型 グ ル ー プ ア ド レ ス A B W

窓 口

上 長 席

グ ル ー プ
打 合 せ

ワ ー ク
ス ペ ー ス

打 合 せ ス ペ ー ス

指 針 3 「 機 能 的 ・ 効 率 的 で 働 き や す い 庁 舎 」 を 具 現 化 す る 機 能 等 （ 例 ）

▲

先 進 型 執 務 空 間 の 事 例

執務機能

セキュリティ機能 議会機能

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

議 場

親 子 傍 聴 席

出典：区HP、他自治体HP等
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指 針 4 「 緑 と つ な が る 環 境 面 に 先 進 し た 庁 舎 」 を 達 成 す る た め に

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは、建物の高断熱化や
高効率設備により消費エネルギーを大幅にへらし、太陽光発電
などによってエネルギーを作ることで、年間の一次エネルギー
消費量を実質ゼロ以下にする建築の考え方。

環境性能の高い建物 大規模な緑地帯の形成

現庁舎

荒川公園

都電荒川線

三河島公園

荒川自然公園

周辺の公園や道路拡幅事業、それぞれの緑地の整備により
一体的で大規模な緑地帯の形成が期待できる。

環境省HPより引用

詳細な検討が必要な機能分類等〈事務局案〉

〇 環境性能（建物・設備）
〇 周辺環境への配慮（緑化計画）

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討
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指 針 4 「 緑 と つ な が る 環 境 面 に 先 進 し た 庁 舎 」 を 具 現 化 す る 機 能 （ 例 ）

太陽光パネルによる創エネ

・庇・による日射抑制

コージェネレーション
（高効率機器）の採用

吹き抜けによる自然採光
自然通風の確保

周辺の環境に配慮した公園配置

・周辺住居、施設への景観配慮

・建物による日影の影響

・建物によるビル風等への配慮

環境性能 ZEBを推進する（へらす）
環境性能 ZEBを推進する

（つくる）

周辺環境への配慮（緑化計画）

その他項目

・高断熱外壁・屋根

・Low-E複層ガラス

・エネルギーの見える化
管理で、運転の最適化と無
駄の削減。（BEMS）

・人感・照度センサー

樹木による日射抑制 木材を使用した設備

その他の項目

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

出典：区HP、他自治体HP等
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指 針 5 「 長 寿 命 で 可 変 性 の あ る 庁 舎 」 を 達 成 す る た め に

100年使える庁舎を目指して

建物の耐久性の向上

建物の可変性・更新性の向上

詳細な検討が必要な機能分類等〈事務局案〉

〇 将来変化への対応
〇 ライフサイクルコストの低減

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

床や柱などの構造体
変更可能な壁

基幹設備

家具
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指 針 5 「 長 寿 命 化 が 可 能 な 庁 舎 」 を 具 現 化 す る 機 能 等 （ 例 ）

保全・更新作業に配慮した配線ラックプランニングの自由度を向上させ将来の機能変化に対応する 機器更新に配慮したゾーニング

将来変化への対応

ライフサイクルコストの低減

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

建物を、①設計・建築し、②維持管理して、③解体・廃棄するまでの、建物
の生涯に要する費用の総額をいう。

区民の資産である庁舎について、ライフサイクルコストの低減に配慮す
ることは重要。

出典：区HP、他自治体HP等
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指 針 6 「 交 流 の 拠 点 と な る 庁 舎 」 を 達 成 す る た め に

多様な活動が行える

目的がなくても立ち寄れる

人々がつながる

詳細な検討が必要な機能分類等〈事務局案〉

〇 交流機能 〇 集まる場所づくり

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討
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集まる
場所づくり

交流機能

26

ア オ ー レ 長 岡 （ 長 岡 市 庁 舎 ）

屋 根 付 き 広 場

シ ェ ア ス ペ ー ス

指 針 6 「 交 流 の 拠 点 と な る 庁 舎 」 を 具 現 化 す る 機 能 （ 例 ）

広 場 を マ ル シ ェ 会 場 に

日 常 の 憩 い の 場

中 野 区 庁 舎

展 示 ス ペ ー ス

富 岡 市 庁 舎

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

出典：区HP、他自治体HP等
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周辺施設とつながる あらかわらしい庁舎

現庁舎

荒川公園

都電荒川線
三河島公園

荒川自然公園

指 針 7 「 ま ち と つ な が り シ ン ボ ル と な る 庁 舎 」 を 達 成 す る た め に

町屋文化センター

郵便局

サンパール荒川

ゆいの森

詳細な検討が必要な機能分類等〈事務局案〉

〇 あらかわらしさ
〇 周辺との調和（周辺施設や公園との一体性）
〇 情報発信機能

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

警察署

消防署
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製鉄のまち
↓

ルーバーに鉄を使用

指 針 7 「 ま ち と つ な が り シ ン ボ ル と な る 庁 舎 」 を 具 現 化 す る 機 能 （ 例 ）

周辺施設や公園との調和（一体性）

現庁舎
地元産材を
活かした
什器の採用

地域産業の活用荒川らしさのある建物

情報発信機能

展 示 ス ペ ー ス 等

中 野 区 庁 舎

展示スペースなど、「あらかわ」を発信
（アピール）できる機能の充実

3 . 整備方針の検討 3 － 2 導 入 機 能 の 分 類 検 討

出典：区HP、他自治体HP等
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理 念

基本理念

基本指針

指針１ 指針２ 指針３ 指針４ 指針５

交流の
拠点となる
庁舎

指針６ 指針７

誰もが
利用しやすい
庁舎

区民を守る
安全安心の
拠点となる庁舎

機能的・効率的
で働きやすい
庁舎

長寿命で
可変性のある
庁舎

窓口機能

案内機能
（動線計画）

待合機能

災害対策
構造・設備

災害対策
本部（拠点）
機能

執務機能

議会機能

セキュリティ
機能

環境性能
（建物・設備）

周辺環境との
調和

（緑化計画）

将来変化への
対応

ライフサイクル
コストの低減

交流機能

集まる
場所づくり

あらかわらしさ

周辺との調和

情報発信機能

まちとつながり
シンボルとなる

庁舎

整備方針

3 . 整備方針の検討 3 － 3 現 在 の 検 討 状 況

緑とつながる
環境面に先進
した庁舎
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第４回荒川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会

日時： 令和８年２月１８日（水） 午後６時３０分から

議題：「基本構想・基本計画」（中間まとめ）

・ 基本理念の決定
・ 基本指針の決定
・ 整備方針の決定

次回策定委員会について



バリアフリー・ユニバーサルデザイン・アクセシビリティの定義

用語 定義 具体例

　高齢者・障がい者等が社会生活をしていく上で ・段差解消用スロープの設置

障壁（バリア）となるものを除去（フリー）すること。 ・車椅子用トイレの増設

　物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面 ・点字ブロックの後付け

での障壁など全ての障壁を除去するという考え方。

　あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、国籍、 ・階段併用スロープの当初設置

個人の能力などに関わらず、多様な人々が利用し ・わかりやすいサイン計画　（多言語、配置など）

やすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 ・多様な利用者に対応可能な窓口カウンター

　障がいの有無などに関わらず、多様な人々が、情 ・音声読み上げ機能

報、サービス、施設にスムーズにアクセスし利用可 ・区公式Webサイトにおけるテキストのサイズ変更

能なこと。「近づきやすさ」「利用のしやすさ」など度 　

合いを指す。

バリアフリー

ユニバーサルデザイン

アクセシビリティ

資料 ３


